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　2023年（令和５）5月に成立した「全世代型
社会保障法」に含まれる介護保険法の改正により、
すべての介護サービス事業者に、2024（令和６）
年度からの財務諸表の公表（報告）が義務づけられ
ました。すでに、2017（平成29）年から社会福
祉法人、2018（平成30）年から障害福祉サービ
ス事業者、2023（令和５）年4月から社会福祉
連携推進法人、医療法人は2023（令和５）年8
月以降に決算期を迎えた法人から財務諸表の公表が
開始されています。経営情報の収集とデータベース
の整備が目指すこと、事業者の行うべき対応につい
てみていきます。

よ
り
正
確
な
経
営
実
態
を

把
握
す
る
た
め
に

　
介
護
保
険
制
度
は
創
設
か
ら
24
年
が
経
過
し
て
い

る
が
、
そ
の
運
営
は
人
口
動
態
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
高
齢
者
の
心
身
の
状
況
に
大
き
く
影
響
さ

れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
団
塊
の
世
代
が
す
べ
て
75
歳
以

経
営
情
報
の
収
集
と

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
が
目
指
す
も
の
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● 介護サービス事業者経営情報
　（※ 事業者に報告を求める項目の１）～４）の情報）
● その他必要な事項

厚生労働大臣が都道府県知事に求めることができる情報

 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度
における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ
医機能が発揮される制度整備、介護保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．こども・子育て支援の拡充 【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】
①出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
  （※）42万円→50万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。
②産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。

２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し 【健保法、高確法】
①後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たり

の保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。
②前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
　健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場

合の財政支援の拡充を行う。
３．医療保険制度の基盤強化等 【健保法、船保法、国保法、高確法等】

①都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・
評価に関与する仕組みを導入する。また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては、医
療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わせた提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意することとする。

②都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する事項等
を必須記載とする。

③経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについて、対象者の減少や保険者等の負担を踏ま
えて廃止する。

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化 【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】
①かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて

医療・介護の各種計画に反映する。
②医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的

に実施することとし、介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。
③医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長（令和５年９月末→

令和８年12月末）等を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  等

○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」において、「一人当たりの賃金等についても公表の対象への追加を検討することが適当である。その際、設置主体や給与体系等
の違いに配慮することや、公表する情報に関係する個人が特定されることがないよう配慮した仕組みを検討することが適当である。」と指摘されたことを踏まえ、一人
当たり賃金の公表について、介護サービス情報公表制度において、任意での公表情報とすることとする（公表内容については通知で定める） 。また、都道府県知事が、情
報の提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた情報について「公表を行うよう配慮する」情報として明確化する（省令改正案）。

※1 公表にあたっては、事業所や施設の特性に応じ、設置主体や職種、勤続年数等がわかるような形での公表を可能とすることとする。（通知事項）
※2 原則として、介護サービス事業所又は施設単位とする。ただし、介護サービス事業者の希望に応じ、法人単位での公表を可能とする。その場合、含まれている介護サービス事業

所又は施設を明記することを合わせて求めることとする。

【介護保険法施行規則の改正（案）】
　（法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報）
第百四十条の六十二の二法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び労働時間、賃金その他の介護サービスに従事する従業
者に関する情報（介護サービス情報に該当するものを除く。）として都道府県知事が定めるものとする。

＜参考＞介護保険法（抄）
   （都道府県知事による情報の公表の推進）
第百十五条の四十四都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介

護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報（介護サービス情報に該当するものを除く。）であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護
サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

改正の概要

令和６年４月１日（ただし、３①の一部及び４⑤は公布日、４③の一部は令和５年８月１日、１②は令和６年１月１日、３①の一部及び４①は令和７年４
月１日、４③の一部は公布後３年以内に政令で定める日、４②は公布後４年以内に政令で定める日）

施行期日

電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を
閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の
適切な方法

都道府県知事から厚生労働大臣への情報提供方法

1）事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報
２）事業所・施設の収益及び費用の内容
３）事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
４）その他必要な事項
※報告除外対象の事業所・施設（上記①・②）とそれ以外の事業所・施設を運営してい

る場合、①・②を除く事業所・施設の報告を求める。

介護サービス事業者に報告を求める項目
● 報告期限

毎会計年度終了後３月以内
※初回に限り、令和６年度内に提出で可（附則により措置）

● 報告手段
①電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき

都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態
に置く措置を講ずる方法

②その他厚生労働省老健局長が定める方法

介護サービス事業者から都道府県知事への報告方法

上記の他、任意項目として「職種別の給与（給料・賞与）及びその人数」を求
める（通知事項）。

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改
正する法律（令和5年法律第31号）の概要図1

第165回社会保障審議会医療保険部会　資料４より（ は編集部にて追記）
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の
、　す
べ
て
の
事
業
者
を
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
た
め
、こ
れ
ま
で
の
社
会
保
障
審
議
会
介
護
給
付

費
分
科
会
の
介
護
報
酬
改
定
に
関
す
る
審
議
報
告
に

お
い
て
、
よ
り
正
確
な
経
営
実
態
を
把
握
す
る
方
策

が
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
踏
ま
え
て
い
る
。

　
具
体
的
な
制
度
設
計
は
、
①
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
経
営
情
報
の
収
集
お
よ
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整

備
、
②
収
集
し
た
情
報
を
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
な

る
よ
う
属
性
等
に
応
じ
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
分
析

結
果
を
公
表
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
図
２
）。

初
回
の
報
告
の
み
、

２
０
２
４（
令
和
６
）年
度
内
の
提
出
で
可

　
公
表
（
報
告
）
対
象
は
「
原
則
す
べ
て
の
事
業
者
」

で
あ
る
が
、
小
規
模
事
業
者
等
に
配
慮
す
る
観
点
か

ら
、
①
過
去
１
年
間
で
提
供
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

対
価
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
１
０
０
万
円

以
下
の
事
業
者
、
②
災
害
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
に

対
し
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正

当
な
理
由
が
あ
る
事
業
者
、
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は

ま
る
場
合
は
、
除
外
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
①
、
②

に
該
当
す
る
事
業
所
と
そ
れ
以
外
の
事
業
所
・
施
設

を
運
営
し
て
い
る
場
合
は
、
①
、
②
を
除
い
た
事
業

所
・
施
設
の
報
告
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

　
収
集
す
る
情
報
は
、
①
事
業
所
ま
た
は
施
設
の
名

称
、
所
在
地
そ
の
他
の
基
本
情
報
、
②
事
業
所
ま
た

は
施
設
の
収
益
お
よ
び
費
用
の
内
容
、
③
事
業
所
ま

た
は
施
設
の
職
員
の
職
種
別
人
員
数
そ
の
他
の
人
員

に
関
す
る
事
項
、
④
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
任
意
項
目
と
し
て
「
職
種
別
の

給
与
（
給
料
・
賞
与
）
お
よ
び
そ
の
人
数
」
の
報
告

も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

見
据
え
た
人
口
動
態
等
の
変
化
、
生
産
年
齢
人
口
の

減
少
と
介
護
現
場
に
お
け
る
人
材
不
足
の
状
況
、
新

興
感
染
症
等
に
よ
る
介
護
事
業
者
へ
の
経
営
影
響
を

踏
ま
え
た
支
援
、
制
度
の
持
続
可
能
性
な
ど
に
も
的

確
に
対
応
す
る
た
め
、２
０
２
３
（
令
和
５
）年
5
月

12
日
に
成
立
し
た
「
全
世
代
型
社
会
保
障
法
」
に
含

ま
れ
る
介
護
保
険
法
の
改
正（
図
１
）

に
よ
り
、原
則
す
べ
て
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
財
務
諸
表
の
公
表

（
報
告
）が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
２
０

２
４（
令
和
６
）年
4
月
１
日
施
行
）。

　
こ
れ
は
、
①
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
経
営
状
況
を
も
と
に
、
国
民
に

対
し
て
介
護
が
置
か
れ
て
い
る
現

状
・
実
態
の
理
解
の
促
進
、
②
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
経
営
状
況
の
実

態
を
踏
ま
え
た
、
効
率
的
か
つ
持
続

可
能
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の

構
築
の
た
め
の
政
策
の
検
討
、
③
物

価
上
昇
や
災
害
、
新
興
感
染
症
等
に

あ
た
り
、
経
営
影
響
を
踏
ま
え
た
的

確
な
支
援
策
の
検
討
、
④
実
態
を
踏

ま
え
た
介
護
従
事
者
等
の
処
遇
の
適

正
化
に
向
け
た
検
討
、
⑤
介
護
報
酬

に
関
す
る
基
礎
資
料
で
あ
る
介
護
事

業
実
態
調
査
の
補
完
、
に
活
用
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
観
点
か

ら
の
義
務
づ
け
で
あ
る
。

　
な
お
、
介
護
保
険
制
度
を
支
え
る

介
護
事
業
者
の
経
営
状
況
に
つ
い
て

は
、３
年
に
１
回
行
わ
れ
る「
介
護
事

業
経
営
実
態
調
査
」
で
把
握
さ
れ
、

報
酬
改
定
に
反
映
さ
れ
て
き
た
も
の

が
、
今
後
見
込
ま
れ
る
人
口
構
造
の
変
化
と
そ
れ
に

伴
う
社
会
環
境
の
変
化
に
対
応
し
、
高
齢
者
の
生
活

を
支
え
る
介
護
保
険
制
度
で
あ
る
た
め
に
は
、
制
度

の
不
断
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
２
０
４
０
年
（
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
65

歳
以
上
と
な
り
、高
齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク
と
な
る
）を
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介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等（令和５年介護保険法改正事項）図2

第109回社会保障審議会介護保険部会 資料３－１より

▶ �2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等によ
る介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興
感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、３年に１度の介護事業経営実態調査を補完する
必要がある。
　（参考）令和３年度介護報酬改定に関する審議報告において、より正確な経営実態等の把握に向けて、より適切な実態把握のための

方策を引き続き検討していくべきとされている。
▶�このため、①介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収集した情報を国民にわかりやす
くなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創設する。【施行日：令和６年４月１日】

【データベースの概要】
・対　　　　象：原則、すべての介護サービス事業者
・収集する情報：�介護施設・事業所における収益及び費用並びに、任意項目として職種別の給与（給料・賞与）及びその人数
※�収集する内容は省令以下で規定

・公 表 方 法 : 国民にわかりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表
※�上記のデータベースの整備のほか、利用者の介護サービス事業者の選択に資するよう、介護サービス情報公表制度についても併せ
て見直しを行い、介護サービス事業者に対し財務状況の公表を義務付ける等の対応を行う。

①��介護サービス事業者は、毎会計年度終了後に経営情報を都
道府県知事に報告。

②��都道府県知事は、介護サービス事業者の経営情報に関する
調査及び分析を行い、厚生労働大臣にも報告。

③��厚生労働大臣は、介護サービス事業者の経営情報に関する
データベースを整備し、経営情報の把握・分析、結果の公表。

＜データベースの運用イメージ＞
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地
域
に
根
ざ
し
た
医
療
を
提
供

　
医
療
法
人
せ
い
ふ
う
会（
法
人
本
部
：

兵
庫
県
猪
名
川
町
）
は
、「
我
々
は
医

療
人
と
し
て
の
本
分
を
つ
く
し
、
人
々

の
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
充
実
向
上
を

は
か
り
、
健
康
で
明
る
い
社
会
づ
く
り

に
貢
献
す
る
こ
と
に
努
め
る
」
と
い
う

法
人
理
念
の
も
と
、
地
域
に
根
ざ
し
た

医
療
を
提
供
し
て
い
る
。

　
法
人
の
沿
革
と
し
て
は
、
前
身
と
な

る
医
療
法
人
晴
風
園
が
昭
和
25
年
に
兵

庫
県
猪
名
川
町
に
今
井
病
院
を
開
設
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。
当
初
は
療
養
型
医

療
施
設
で
あ
っ
た
が
、
時
代
や
地
域
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
か
た
ち
で
回
復
期
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
床
、障
害
者
病
床
、

医
療
療
養
病
床
を
開
設
し
て
い
る
。

　
現
在
の
法
人
施
設
は
、
兵
庫
県
と
京

都
府
に
お
い
て
、
4
カ
所
の
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病

院
を
は
じ
め
、

診
療
所
や
介
護

老
人
保
健
施

設
、
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
を
開
設

す
る
ほ
か
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
や

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
、
訪

問
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
な
ど

の
在
宅
サ
ー
ビ

ス
を
運
営
し
、

在
宅
療
養
を
支

え
る
体
制
を
整

備
し
て
い
る
。

　
平
成
27
年
か

ら
は
医
療
法
人

8
法
人
・
20
病

院
で
構
成
す
る

生
和
会
グ
ル
ー
プ
（
会
長
：
白
川
重
雄

氏
）
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
令
和
6

年
4
月
に
現
在
の
法
人
名（
旧
法
人
名
：

晴
風
園
）
に
改
称
し
て
い
る
。

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
に
参
画

　
さ
ら
に
、
同
法
人
は
令
和
3
年
4
月

に
設
立
さ
れ
た
地
域
医
療
連
携
推
進
法

人
「
川
西
・
猪
名
川
地
域
ヘ
ル
ス
ケ
ア

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
参
加
し
、
回
復
期

医
療
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
。

　
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
設
立
さ
れ
た
経

緯
と
し
て
は
、
赤
字
運
営
が
続
き
、
財

政
健
全
化
団
体
と
な
っ
て
い
た
市
立
川

西
病
院
と
、
医
療
法
人
協
和
会
が
運
営

す
る
協
立
病
院
を
統
合
・
再
編
し
、
川

西
市
の
基
幹
病
院
と
し
て
「
川
西
市
立

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
」（
令
和
4
年
9

月
開
設
）
を
開
設
す
る
こ
と
が
計
画
さ

れ
た
。
し
か
し
、
両
院
を
移
転
統
合
す

る
計
画
で
あ
っ
た
た
め
、
市
立
病
院
が

な
く
な
る
市
内
北
部
を
中
心
と
し
た
住

医療圏域で不足していた回復期病床を
増床、充実したリハビリを提供

　福祉医療機構では、地域の福祉医
療基盤の整備を支援するため、有利
な条件での融資を行っています。今
回は、その融資制度を利用された兵
庫県川西市の川西リハビリテーショ
ン病院を取りあげます。同院は令和
4 年 5 月に病院を新築移転し、回復
期機能の強化を図り、地域医療に貢
献しています。新病院の概要や取り
組みについて取材しました。

— 兵庫県川西市・医療法人せいふう会 川西リハビリテーション病院 —

WAM ー 2024.7 ● 12

施設の概要施設の概要

〒 666−0117
兵庫県川西市東畦野 5 丁目 18 番 1 号
  TEL   072−795−0070
  FAX   072−795−6311　
  URL   https://kawanishi-rh.jp/

病院開設：令和 5 年 4 月
理 事 長：植松　正保
院　　長：柴田　邦隆
病 床 数：160 床（回復期リハビリテーション病床 117 床、障害者一般病床 40 床、

地域包括ケア病床 3 床）
診 療 科：内科、リハビリテーション科、小児科
法人施設： 伊丹せいふう病院（210 床）／阪神リハビリテーション病院（160 床）／

宇治リハビリテーション病院（88 床）／杉生診療所／せいふうクリニック／
介護老人保健施設「せいふう猪名川」、「せいふう若葉」／小規模介護老人保健
施設「ふれあい大島」／グループホーム「せいふう北田原」

医 療 法 人 川西リハビリテーション病院せいふう会
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〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 総務部 広報課
TEL：03-3438-9240 fax：03-3438-9949
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